
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

六
二

五
百
谷
壱

字
百
谷
壱

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

一
〇
三

七い
の
町
中
迫

い
の
町
中
追

（
原
稿
誤
り
）

七
四

四玉
川
町
純
川
甲

230番
地

玉
川
町
鈍
川
甲

230番
地

令和年月日 月曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

東
京
都
新
宿
区
市
谷
砂
土
原
町
三
丁
目
八
番
三

四
〇
三
号

エ
バ
ン
ス
ト
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古
瀬
洋
一
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

静
岡
県
三
島
市
松
本
六
〇
番
地

小
林
機
械
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
林

俊
二

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

岡
山
県
倉
敷
市
下
庄
一
四
七
番
地
二

倉
敷
衛
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役

引
田

真
吾

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

山
口
県
岩
国
市
周
東
町
祖
生
一
四
四
六
三
番
地
一

山
五
化
成
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
倉

輝
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

山
口
県
下
関
市
大
字
吉
見
上
三
九
五
番
地
の
一

吉
見
温
泉
観
光
株
式
会
社

代
表
取
締
役

久
保
田
茂
明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

高
知
県
高
知
市
仁
井
田
四
五
七
〇
番
地
一

安
岡
金
属
株
式
会
社

代
表
取
締
役

安
岡

邦
彦

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
六
月
十
三
日
開
催
の
臨
時
総
会

に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
十
万
円
か
ら
一
万
円
に

減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
組
合
の
直
近
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

は
当
組
合
事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

以
上
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
五
十
六
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
阿
倍
野
区
昭
和
町
五
丁
目
五
番
二
五
号

三
谷
ビ
ル

協
同
組
合
タ
イ
ア
ッ
プ

代
表
理
事

達
川

敏
行

確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
公
告
（
第
三
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
四

月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し
た

の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載（
令
和
七
年
六
月
十
二
日
）

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確
定
給
付
企
業
年
金
制
度

の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

静
岡
県
袋
井
市
宇
刈
二
五
〇
五
番
地
の
二

株
式
会
社
ヤ
マ
ハ
リ
ゾ
ー
ト

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

細
川

修

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
三
十
日
掲
載
の
優
先
資
本
金
の
額
の
減

少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｆ
ｕ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

取
消
公
告

令
和
七
年
四
月
十
八
日
（
号
外
第
八
十
八
号
）
掲
載
の

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
の
み
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
中
央
区
内
淡
路
町
二
丁
目
三
番
六
号

株
式
会
社
三
木
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

代
表
取
締
役

三
木

隆
明

令
和
七
年
六
月
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
二
号

（
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
）

令
和
七
年
六
月
三
日
掲
載
の
高
知
家
庭
裁
判
所
に
係
る

令
和
七
年
（
家
）
第
一
〇
五
五
号
相
続
財
産
清
算
人
の
選

任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中

令
和
七
年
五
月
八
日
掲
載
の
横
浜
家
庭
裁
判
所
に
係
る

令
和
七
年
（
家
）
第
四
〇
二
二
〇
号
相
続
財
産
清
算
人
の

選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
五
日
（
号
外
第
一
二
四
号
）
掲
載
の
第

五
十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
六
日

滋
賀
県
彦
根
市
西
今
町
一
番
地

株
式
会
社
ダ
イ
レ
ク
ト
・
シ
ョ
ッ
プ

代
表
取
締
役

松
澤

恒
雄


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